
（法⼈規則第１５４号）
【公⽴⼤学法⼈福岡県⽴⼤学内部統制基本規則】福岡県⽴⼤学内部統制システム（体制図）

内部統制委員会
副理事⻑、常務理事兼事務局⻑、教員兼務理事、副学⻑、
各学部⻑、附属図書館⻑、附属研究所⻑、事務局各部⻑、
その他必要な役職員

○内部統制システムの運⽤状況について、定期的な報告
○内部統制システムに係る必要な改善策の提⾔
○重⼤事案発⽣時等において担当役員からの提議に応じた、
必要な措置及び再発防⽌策の協議

理事⻑
○内部統制システムの整備及び運⽤を総括し、その最終責任を負う
○役職員への周知

内部統制担当役員（副理事⻑）
○内部統制システムを整備し、その運⽤及び監督を⾏う
○内部統制システム上の重⼤問題発⽣時の対応
・直ちに理事⻑及び監事に報告
・必要な緊急措置を講じ、是正措置に関し、内部統制委員推進
委員会に提議

○役職員等の不正⾏為及びシステム上の不当事実の発⾒、了知
・速やかに必要な措置
・理事⻑及び監事に報告

・⾃⼰点検

・相互牽制

・決裁承認⼿続き

⽇常的モニタリング

独⽴的評価

監事

モニタリング
内部統制システムが有効に機能していることを監視、評価

・学内監査室を設置
・定期監査及び臨時監査

監査結果の報告

【⽬的】
・業務の有効性及び効率性の向上
・財務報告の信頼性の確保
・法令等の遵守の促進
・資産の保全

法⼈の業務の適正を確保

問題発⽣報告

問題発⽣報告

問題発⽣報告

定期報告

役員・教職員

内部監査

・⽇常的な取り組みに加え、公的経費不正防⽌委員会を通
じて公的研究費不正防⽌計画等を策定し不正につながら
ない取組みを推進 （公的経費不正防⽌規則）


